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2018 年度を振り返って

理事長・院長 ギッシュ・ジョージ

急速な少子化が進む現代の日本社会において，私立学校，とりわけ地方の学校の経営は厳しい状況

にある。山梨英和学院もその例外ではなく，認定こども園として再出発した 3 こども園を除いて，大

学・大学院，中学校・高等学校の学生生徒数はピーク時に比べて大幅に減少している。

この状況下，学校法人山梨英和学院は，2017 年 7 月の文部科学省の学校法人運営調査を受けて，

2018 年度から 5 か年間の経営改善計画として策定された「山梨英和学院中長期経営計画」を 2018 年

3 月の理事会において決議した。

2018 年度はその初年度として，大学，中高，こども園，法人が，各々策定した改善計画に沿った実

施項目，諸施策を着実に実行した。その結果として，大学では 1 年次入学者の増加（94 名⇒139 名⇒

177 名）という目に見える成果が表れ，中高では新しいプロジェクト「未来への礎プロジェクト」の

開始となって表れ，また，こども園では，認定こども園としての軌道に乗った運営が保育の充実とな

って表れている。

また，2019 年が創立 130 周年を迎えることから，その前年である 2018 年度より，キリスト教信仰

に基づく教育理念の普遍的な価値とそれに基づく質の高い教育を今まで以上に理解していただくこと

で，山梨英和に対する地域社会からの信頼と期待を更に高めるために 130 周年記念事業にも前倒しで

取り組んだ。

上記のように 2018 年度は，「中長期経営計画」「130 周年記念事業」等の大きなプロジェクトに牽

引される 1 年であったが，その一方で，建学の理念と校訓を再確認し，山梨英和ならではの教育の質

の向上のため，またそのサポートのため，全教職員が各人の持ち場，立場で全力を尽くした 1 年でも

あったと認識している。

創立 130 周年の記念すべき年となる 2019 年度も，コリントの信徒への手紙 一 12 章 12 節～26

節のごとく，全教職員が山梨英和学院という一つの体を形成する多くの部分の一つとして，お互いに

尊びあいながら，山梨英和学院と，そこに学び育つ，すべての園児，生徒，学生のために精一杯尽く

す一年となることを祈るものである。



Ⅰ 法人の概要

１ 法人の目的

学校法人山梨英和学院は、教育基本法及び学校教育法に従い、キリスト教の信仰に基づく人

間形成の学校教育を行うことを目的としています。(寄附行為)

□ 各設置学校の目的

大学 教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い、キリスト教の信仰に基づ

き広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究するとともに、知的、道徳的及

び応用的諸能力を展開させ、もって国際的視野に立つよりよき社会人としての

人間形成を行うことを目的としています。(学則)

大学院 教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い、キリスト教の信仰に基づ

き、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、もって国際的視野に

立って文化の進展と地域社会への貢献に寄与することを目的としています。

(学則)

中学校・高等学校

学校法人山梨英和学院寄附行為第４条に基づき設立され、教育基本法及び学校

教育法に従い、女子に中等普通教育（高等普通教育）を施し、キリスト教によ

る人格の陶治と、平和を愛し、自由を尊び、献身奉仕の精神に富む国民を育成

することを目的としています。(各学則)

※括弧内は、高等学校学則

こども園（カートメルこども園・ダグラスこども園・プレストンこども園）

就学前の子どもに関する教育・保育の総合的な提供の推進に関する法律第９条

び第１０条の規定に基づき、キリスト教による幼児の教育・保育を行い、良い

環境の中でその心身の発達を助長することを目的としています。(園則)

□ 校 訓

学校法人山梨英和学院が設置する各学校共通の校訓は、｢敬神｣･｢愛人｣･｢自修｣です。

｢敬神（神様ありがとう）｣とは、神を敬うことです。

｢愛人（人には親切）｣とは、自分を謙虚にさせる他者への思い・人を愛することです。

｢自修（自分のことは自分で）｣とは、自分自身を磨き､深め、成長させることです。

※括弧内は、幼稚園児用の表現です。

□ 建学の精神・設立趣旨

山梨英和学院は、明治２２年（１８８９年）まだ女子教育の重要性が殆ど自覚されていな

かった山梨県において、すでに熱心なキリスト教信仰を与えられていた市民の有志が、当

時カナダの教会によって東京と静岡に設立されていた学校（東洋英和と静岡英和）に続い

て、甲府にも新しい時代の国際社会の中で活躍しうる女性の育成を目的とする学校設立の

事業に対して、同じ教会の女子宣教会に支援を求めて発足したものです。

□ 教育理念

山梨英和学院は、キリスト教信仰に基づく人間愛と国際友好の精神に満ちた自立的人間の

育成を「教育理念」としています。
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２ 法人の沿革

山梨英和学院は、山梨県下最初の女子教育機関として、カナダ婦人ミッションと数名のキリスト者青年実

業家との協力により設立された学校であり、東洋英和女学院（１８８４年創立）、静岡英和女学院（１８８７年

創立）とともに、カナダ・メソジスト教会を母体とする三英和の一つです。

1889(明治22)年 4月 新海栄太郎と県下有志及びカナダ婦人宣教師団の協力により「山梨英和女学校」

が認可設立される。

1889(明治22)年 6月 ６月１日甲府市太田町｢佐渡屋｣にて開校、修業年限３カ年と定める。

1889(明治22)年11月 開校式を挙行する。

1891（明治24）年10月 甲府市百石町に校舎完成移転する。

1906（明治39）年11月 甲府市愛宕町に新校舎完成移転する。

1911（明治44）年 4月

1939（昭和14）年 3月 設置者を「財団法人山梨英和女学校」とする。

1941（昭和16）年 4月 校名を戦時体制下の要請に応じ「山梨栄和女学校」に変更する。

1943（昭和18）年 4月 中学校令に基づき「山梨栄和高等女学校」とする。

1947（昭和22）年 4月 「山梨栄和中学校（新制）」を設置する。

1948（昭和23）年 3月 設置者を「財団法人山梨栄和学院」とする。

1948（昭和23）年 4月 「新制山梨栄和高等学校」を設置する。

1949（昭和24）年 4月 「山梨栄和幼稚園」を再開園する。

1950（昭和25）年 4月 「韮崎栄和幼稚園」を設置する。

1951（昭和26）年 4月 設置者を「学校法人山梨栄和学院」とする。

1958（昭和33）年11月

に改名する。

1966（昭和41）年 4月 「山梨英和短期大学（国文科・英文科）」を設置する。

1968（昭和43）年 4月 「石和英和幼稚園」を設置する。

1969（昭和44）年 4月 短大の学科名称を「国文学科（旧国文科）」、「英文学科（旧英文科）」に変更する。

1986（昭和61）年 4月 山梨英和幼稚園を甲府市上町に新築移転する。

1991（平成 3 ）年 4月 短大に「情報文化学科」を増設する。

1996（平成 8 ）年 4月 短大を甲府市横根町に新築移転する。

同 高等学校を旧短大校舎に移転する。

1999（平成11）年 4月

ニケーション学科（旧英文学科）」に変更する。

2001（平成13）年 4月

同

2002（平成14）年 4月

同

2004（平成16）年 4月

2004（平成16）年 5月

2013（平成25）年 4月 石和英和幼稚園に保育部を設置し、幼稚園型認定こども園の認定を受ける。

2015（平成27）年4月 石和英和幼稚園を廃止（2015年3月）し、「認定こども園山梨英和プレストンこども園

を設置。山梨英和幼稚園を「認定こども園山梨英和カートメルこども園」に、韮崎英和

幼稚園を「認定こども園山梨英和ダグラスこども園」に名称変更する。

2017（平成29）年4月 ｢幼稚園型認定こども園山梨英和カートメルこども園｣及び｢幼稚園型認定こども園山

梨英和ダグラスこども園｣を廃止(2017年3月)し、子ども子育て支援制度による幼保連携

型認定こども園｢幼保連携型｢幼保連携型認定こども園山梨英和カートメルこども園｣

及び｢幼保連携型認定こども園山梨英和ダグラスこども園｣を設置する。

「山梨英和女学校付属幼稚園」を設立する。（～1946(昭21).6）

短大の学生募集を停止する。

「山梨英和短期大学」を廃止する。

短大の学科名称を「日本文化コミュニケーション学科（旧国文学科）」、「英語コミュ

「山梨英和大学大学院人間文化研究科臨床心理学専攻（修士課程）」を設置する。

短大を男女共学とする。

石和英和幼稚園を隣接地に新築移転する。

「山梨英和大学人間文化学部人間文化学科」を設置する。

設置者を「学校法人山梨英和学院」に改名し、各設置学校名を創立以来の｢英和｣
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３ 設置する学校・学部・学科の名称及び入学定員と学生･生徒・園児数

（単位 人）

学校名 学部等 学科等 開設年度

山梨英和大学 大学院 人間文化研究科
平成16
（2004）

12 21

人間文化学部 人間文化学科
平成14
（2002）

155 553

167 574

山梨英和高等学校 全日制課程 普通科
明治22
（1889）

140 299

山梨英和中学校
明治22
（1889）

70 177

幼保連携型認定こども園山梨英和カートメルこども園
平成29
（2017）

140 117

幼保連携型認定こども園山梨英和ダグラスこども園
平成29
（2017）

100 90

幼保連携型認定こども園山梨英和プレストンこども園
平成27
（2015）

165 122

1,379

（注） 入学定員、編入学定員、学生等数は、2018年5月1日現在である。

所在地

○山梨英和大学（大学院、人間文化学部）

〒400-8555 山梨県甲府市横根町888番地

○山梨英和高等学校

〒400-8507 山梨県甲府市愛宕町112番地

○山梨英和中学校

〒400-8507 山梨県甲府市愛宕町112番地

○山梨英和カートメルこども園

〒400-0831 山梨県甲府市上町1740番地

○山梨英和ダグラスこども園

〒407-0014 山梨県韮崎市富士見二丁目2番25号

○山梨英和プレストンこども園

〒406-0036 山梨県笛吹市石和町窪中島190番地2

学生等数

小 計

―

入学定員 編入学定員

―

3年次 10

合 計
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４ 役員・評議員・教職員の概要

□ 役員・評議員 （2019年3月31日現在)

(単位 人)

理事 うち、常務理事６人

監事 うち、常勤監事０人

評議員

■ 理事長 ■ 常務理事 ■ 理事 ■ 監事

□ 教職員 （2018年5月1日現在)

(単位 人)

山梨英和大学

山梨英和中学校･高等学校

山梨英和カートメルこども園

山梨英和ダグラスこども園

山梨英和プレストンこども園

山梨英和学院法人本部

※兼務職員には学校医等の人数を含める。

計

19 1

59 108

77 2

77 132 31

7

0 0

5 19 0

191

25 51 20

2

47

9 5 28

うち、理事を兼ねる評議員１５人

4 8 23

34 28 3 19 37

兼務 本務 兼務 本務

教員 職員

本務

19

45

区 分

6 15 0 4

21

区 分

15

2

31

定数 現員

31

2

役
員

15

備 考

兼務

計

72

6

鈴 木 健 司

森 き ゑ 子

横 手 征 彦

小 野 興 子

菊 野 一 雄

三 井 貴 子

ギ ッ シ ュ ・ ジ ョ ー ジ

青 木 達 彦

若 林 一 美

岡 田 恭 子

牛 山 晶 子

佐 柳 信 夫

糟 谷 理 恵 子

吉 馴 明 子

大 木 正 人

古 屋 秀 樹

野 々 垣 健 五
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Ⅱ 事業の概要

学校法人山梨英和学院の設置する大学，中学校・高等学校，カートメルこども園，ダグラスこ

ども園，プレストンこども園及び学校法人の 2018 年度事業の結果，進捗状況，今後の課題等は，

以下のとおりである。

１ 山梨英和大学

○ はじめに

2018 年度予算の策定に当たっては，予算編成方針に示された『「入るを量りて出ずるを制す」

の経営の基本原則を徹底し，ゼロベースを基礎とした経費の見直しを行い，部門ごとに事業活

動収支の均衡を図ること』という理事会の経営方針を遵守すべく，大学においては，2014 年度

以来の学生数減による収入減少の状況から，単年度の収支バランスの均衡を図ることを大前提

とし，①支出項目・内容の見直し，②個別事業等の検証に基づく不要不急費の削減，③受益者

負担の原則化，等に基づき支出削減を行い，単年度の収支均衡を目指し，また，2018 年度予算

編成方針においては，学部入学者目標を 130 名（編入学生等 40名）としたところではあるが，

現実性のある学部 1年次入学者 110 名での予算積算を行った。

大学としては，入学者確保を喫緊の最重要課題とし，この難局を乗り越えるために学長の強

いリーダーシップの下で，全ての大学教職員が入学者目標値に少しでも近い入学者数確保に向

け，一丸となり全力で邁進すると共に教職員で現況を共有し協力の下，2017 年度に引続き，単

年度収支において支出超過増となる緊急入試対策経費を当初から計上した。

以上により，2018 年度は，前年度の 94 名を大幅に上回る 139 名の学部入学者を得ることが

できたところであるが，単年度の収支均衡を図ることはできなかった。

□ 基本方針

（1）選択と集中

不必要なもの，無駄なものを徹底的に洗い出し，大学にとって集中すべきコア・コンピタ

ンスとは何かを徹底的に解明し，中期・短期の実現可能な改革案を徹底的に洗い出し，教職

員の叡智を結集し，諸計画の具体化と実現を図った。

（2）諸方策の検討，実施

少子高齢化，地方創生，国際化に対応した様々な方策を検討し，実施した。

（3）予算編成

以上を踏まえた予算編成及び予算措置を行った。

□ 教育及び研究関係

（1）重点事業

① 教育研究環境の充実・発展の基本となる財源の確保（つまり入学者の確保）と共に業務の

合理化・効率化を最重要事項として位置付け，諸活動を行った。

② 2017 年度に引続き，経営及び教学に見識を有する顧問（コンサルタント）を委嘱し，顧問

からの大学の直面する諸問題点等に対する指摘，改善方策の教示及び指導を踏まえ，経営

改善に資する諸策を計画・実行した。
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〔当該年度の計画〕

（イ）社会人大学（セカンドステージ大学）開設の模索

現行のメイプルカレッジ（市民講座，カルチャセンターのような講義のみの教育システム）

で培ってきた地域連携事業と並行して，その発展形としてのゼミ制度（毎週のゼミやサブゼ

ミと夏合宿）を売りにした社会人大学の 2019 年度からの開設及び 2018 年後期からの一部

試行を次のとおり行い，改善・改革を行った。

・ 2018年 7月 27日の理事会に2018年度メイプルカレッジ改革事業を報告し，了承を得た。

（メイプルカレッジ 20 周年記念事業講演会の開催（2018 年 10 月 17 日），社会貢献講

座開講試行（2018 年 9月～2019 年 3月）等）

・ 2018 年 11 月 30 日の理事会にメイプルカレッジ改革に関する中間報告を提案し，承認を

得た。

・ 2019 年 1 月 25 日の理事会に関係規程の制定及び履修証明書交付制度の導入を提案し，

承認を得た。（2019 年度からの組織（部署）設置，社会貢献講座開講及び履修証明の交

付等）

（ロ）カリキュラムの充実・展開

① 2016 年度に導入した新カリキュラム（「サイコロジカル・サービス」，「グローバル・スタ

ディーズ」，「メディア・サイエンス」という 3領域制）に基づく専門領域の学修が本格化

することから，内容の一層の充実を図った。

② 在学生（4 年次生以上）にあっては，旧カリキュラムを適用することから，必要な読み替

え等を行い対応した。

③ 新カリキュラムにおいては，2 年次の基礎ゼミナールの履修がないことから，アドバイザ

ーとの関係が希薄となることが危惧されるため，2年次生への十分なケアー，対策のため，

２年次生を対象とする 2018 年度オリエンテーションの拡充・充実を図った。また，2年次

ゼミナールの新規開講を検討し 2019 年度から「展開ゼミナール」を開講することとした。

④ 公認心理師試験の受験資格となる，サイコロジカル・サービス領域に属する心理学等に関

する科目（省令指定 25科目）の開講又は整備に係り，既存科目の名称変更，読替措置等を

行った。

⑤ その他

カリキュラム検討委員会，英語教育改革検討委員会を設け，2019 年度以降のカリキュラ

ム・英語教育改革等を次のとおり決定し，2019 年度から改善・改革を行うこととした。

・ 2018 年 11 月 30 日の理事会にカリキュラム検討委員会中間報告，英語教育改革検討委員

会中間報告及び中間報告等に係る懸案事項等の進捗管理を提案し，承認を得た。

○ 英語教育改革関係

専任教員 1名（英語）増員・1年次英語 4クラス増設・3年次「英語 3」クラス新設・

CASEC の導入・教員主導クラスと Active Learning Class の導入・留学可能学年の拡

大・ELS 留学，短期留学の設定，他

○ カリキュラム検討関係

履修マニュアルの改訂，加筆・「人間文化学」協議開始・基礎ゼミ再整備・アドバイ

ザー制度再整備・2年次ゼミ「展開ゼミナール」の試行的開講，他

2020 年度新カリキュラムでは，「ゼミの英和」を鮮明に打ち出すこととした。（1 年

基礎ゼミ，2年展開ゼミ，3・4年専門ゼミとする 4年連続ゼミ必修体制とする。）

・ 新入生がよりスムーズにこの大学になじみ学業に励む体制を打ち立てるため，アセンブ

リ検討委員会を設置し，在学生を加え共同で 2019 年度新入生から大学主導のプログラム

を企画・立案し，新入生のケアーを図った。
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（ハ）「地（知）の拠点整備事業」（COC+）

① 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）（「やまなし未来創造教育プログラム」）

及び COC+と甲府市「こうふフューチャーサーチ普及促進事業」（地方創生加速化交付金事

業）との連携については，CCRC コースの幹事校として，また，子育て支援コースの協力校

として，引き続き参画・協力し，各コースとも地域教養科目・専門基礎科目に加えて，専

門発展科目やインターンシップを開講し，コース・プログラムの完成を果たすと共に修了

者を輩出する等の教育プログラムの充実を図った。地域教養科目では，学生が主体的に地

元企業を理解する学びの場「未来計画研究社」での実践的な取り組みを通じて，未来を創

る「力」を育むと同時に地元関係企業への就労支援を行った。

補助金額が減額されたが，使途を厳選して効果的な運用を図った。

② COC+活動，地域貢献活動，ボランティア活動等については，担当する教員のみならず参加

する学生にも人的な限りがあるため，対象を絞り効果的・教育的な活動を行った。

③ 学生等による挙式プロデュース事業

甲府市との連携事業として，若年層の結婚に対する機運を醸成するため，授業科目メディ

アコミュニケーション論において，学生の視点による結婚感に関する研究（外部講師によ

る講演，甲府市内のブライダル関連企業の見学）及び成果発表会（2018 年 12 月 21 日に学

内で甲府市関係部署職員を招き模擬披露宴を実施）を行った。

④ 甲府市との包括的連携に関する協定の締結

甲府市とは，地域連携科目に関する協力をはじめとする教育・文化・福祉・心理・産業分

野等における多様な連携方法を模索し，具体的に連携関係の構築について協議を重ね，甲

府市の中核市への移行と本学院創立 130 周年とのタイミングにより，2019 年 3月 25 日に

甲府市役所で市長・学長により連携協定を締結した。

（二）組織改革

① 大学ガバナンスとしての学長のリーダーシップの確立の観点を踏まえた組織の効率化，強

化等を図るため，副学長を当面欠員とし，学長の下で各領域に教育・研究の充実及び運営

を図るため領域長を置き，また，学長の下で各事務の管理・運営及び充実を図るため担当

長を置くこととした。

② 組織及び役職者の見直しに係り，管理職手当及び職務手当の支給対象及び支給額の見直し

を行い，人件費支出の総額抑制を図った。

③ その他

・ メイプルカレッジ改革に係り，2019 年度からメイプルカレッジを事務組織として分離・

独立することとした。

・ 国際交流室（研究棟 2 階の 1 室）をより留学生が使いやすい場所（研究棟 3 階の 2 室）

に移転し，また，パソコン等の備品を整備すると共に臨時職員を配置し，留学生の“い

る場所”としての側面の充実と満足度向上のための交流活動を積極的に行った。

（ホ）大学基準協会による認証評価結果への取り組み

① 公益財団法人大学基準協会における認証評価結果における，各基準の概評及び提言（改善

勧告1件・努力課題4件）を真摯に受け止め，PDCAサイクル等の方法を適切に機能させるこ

とによって，必要な改善を推し進めた。

② 2019年7月が提出期限である改善報告書への対応を短期的及び中・長期的に行った。なお，

改善勧告に係る収容定員変更については，2018年度から入学定員155名，編入学定員10名に

改めた。また，努力課題のひとつである「法人全体の財政計画の策定」については，学院

経営計画委員会が発足したことから，法人と連携し，中長期計画及び中長期財務計画の策

定を行った。
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（へ）教員研究費等について

① 教員研究費については，大学の厳しい財政状況を踏まえ，2017年度に引続き従前交付額の

半減以上の減額措置を講ずると共に教育研究に係るその他の手当についても精査・検討・

改革を行った。

② 科学研究費等の外部資金獲得（競争的研究資金獲得）を促すため，積極的な情報提供等を

行い，申請環境の整備を行った。

（ト）その他

① 2017年7月28日に行われた学校法人運営調査結果が，2017年12月19日付けで通知され，2018

年7月6日までに行った5項目の「指導・助言事項」への改善状況報告に対して，2018年11

月29日付けで2019年7月5日までに，引き続き２項目の「指導・助言事項」への改善状況報

告が求められたため，引き続き改善に努めた。

② 学院経営計画委員会及び大学中長期経営計画実行委員会が中心となり策定し，2018年3月23

日の理事会・評議員会において決定された山梨英和学院中期諸経営計画，同中期実施計画

及び同財務計画（2018年7月27日理事会一部修正）に基づき，2018年7月30日付けで申請し

た「平成30年度私立大学等経営強化集中支援事業」が採択された。

今後，申請時の進捗管理票に記載した平成32年度分までの①学生募集に係る取組，②中途

退学者数の減少に係る取組，③SD･FDや教職協働に係る取組，④経費削減や収入増に係る取

組，⑤その他の取組に係る実施計画及び数値目標に対して毎年進捗管理を行う必要がある。

〔今後の（中・長期的な）計画〕

① 公認心理師試験の受験資格となる心理学等に関する科目の整備，充実を図る。なお，授業

科目の一部見直しを行った。（2018年9月28日理事会承認）

② 新カリキュラムの実行・検証・改善，進捗管理，COC+の継続的推進等を行う。

(2)人 事

〔当該年度の計画〕

① 2018 年度の財政状況等踏まえ，教育の質的維持を図ることを前提として，社会的な要請等

を考慮し慎重かつ厳格に行った。

② 2017 年度末退職教員（定年教授 1 名，任期満了助教 2 名，自己都合特任准教授 1 名，計 4

名）に係る欠員補充人事にあっては，収容定員減員に伴う必要専任教員数と教育の質維持

とのバランスを見極め，公認心理師受験資格への対応，シニア教育・英語教育・国語教育

の充実及び非常勤講師依存率の改善等のために必要となる最低限度の補充人事（特任教授 2

名，特任講師 1名）に留めることを基本方針とした。

③ 2018 年度から専任教員の持ちコマ数を 5コマから 6コマに改め，教育の質的向上及び専任

教員間のアンバランスの改善を図ると共に非常勤講師担当科目の削減により，人件費支出

の総額抑制を図り，また，2019 年度以降の閉講時に補填する給与額の見直しを行った。

④ 2017 年度中（末）での専任職員の退職（育児休業者取得者：1名），特別任用職員の産前産

後休暇・育児休業取得（1名）及び退職（1名）等に係る欠員補充人事にあっては，次世代

を担う職員の育成の必要性と経費削減とのバランス等を見極め，また，喫緊の課題である

学生募集の強化のための人員を確保する必要から，優秀な人材の確保（特別任用職員（1

名）・臨時職員（1名）の採用）に柔軟かつ慎重に対応した。

⑤ 学生確保に直接的に結び付く就職支援の強化のため，業務委託を行っている就職支援を担

当する者の業務委託時間の拡大・充実を図ったが，担当者の辞任により，実行が困難であ

った。

⑥ その他

2019 年度からのカリキュラム・英語教育改革等に係り，大学における英語教育，高大連携

等への助言・指導を求めるため，高等学校の校長経験のある英語科に属する適任者を顧問
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として委嘱した。

〔今後の（中・長期的な）計画〕

・ 今後の人事については，本学及び地方大学をめぐる厳しい社会状況を考慮した上で，本学

にとって有為な人材を確保すべく努力することを基本とする。なお，2019 年度教職員人事

については，次のとおり決定した。

教員：英語教育改革，教育の質の充実及び退職者の欠員補充として，サイコロジカル・サ

ービス領域 2名，グローバル・スタディーズ領域３名，メディア・サイエンス領域 2

名の教員の採用（専任・特任）を決定した。

職員：2018 年 4 月からの無期転換のルールのスタート，働き方改革関連諸法の施行等の社

会情勢及び退職者の欠員補充として，特別任用職員 3名の専任採用，3名の新規専任

職員採用を決定した。（2018 年 12 月 21 日の理事会において職員人事方針が決定され

た。）

・ 学長が諮問し，答申等があったメイプルカレッジ改革検討委員会，カリキュラム検討委員

会，英語教育改革検討委員会及びアセンブリー検討委員会からの報告書・答申書に基づき，

2019 年度から大学改革のために具体的・実行的な諸改革を確実に実行するに当たり，的確

かつ適正な判断に基づき必要な調整を加え学長を補佐する体制の強化及び日常的な業務

執行の委任のため，副学長に置くこととした。

・ 働き方改革関連諸法の施行等に係り，大学教員（裁量労働制適用者を含むすべての労働者）

についても労働時間を把握する必要があるため，2019 年度から大学教員（専任・特任）に

あっても事務職員に準じ，「始業・終業時刻確認・記録簿」の提出を求め，労働時間の把

握を行うこととした。また，裁量労働制適用に係り，文書による労使協定を締結し，「専

門業務型裁量労働制に関する協定届」を労働基準監督署長に届出ることとした。

（3）諸方策の検討，実施

〔当該年度の計画〕

① 顧問（コンサルタント）及びシニア教育・英語教育・国語教育の充実のために補充する特

任教授等の叡智を結集し，社会的な要請等を考慮し，財政状況等を踏まえた諸方策の検討

を行った。

② 諸方策の実施に必要となる経費については，原則として，人件費（諸手当等）を含む諸経

費の見直しによって捻出した。

〔今後の（中・長期的な）計画〕

財政状況等を踏まえ，諸方策の実施計画を策定し，相応の予算措置を講ずる。

□ 学生募集関係

〔当該年度（翌年度募集）の計画〕

① 2018 年度を正念場と捉え，選択と集中の基本方針に基づき，入試・広報経費についても精

査・検討したうえ，2017 年度に引続き緊急入試対策を講じ，総額 4,318 万円を次の方針・

計画等に基づき，必要な所に必要な情報が必要な時に必要十分に伝わるような媒体，方策

等を見極め支出を行った。

なお，年度途中ではあったが，一層の入試対策強化として，理事会（2018 年 9月 28 日）の

承認を得て，2019 年度入試における資格等特待生制度（授業料全額免除）及び卒業生子息

等の入学金免除制度（卒業生の子・孫・兄弟姉妹，在学生の兄弟姉妹の入学金免除）の導入

を行った。

・ 2019 年度の入試広報活動は，3月に年間イベントポスターを高校に送付し，大学案内を

4月 22 日開催の進学相談会に配布する等早期に開始した。

・ 入試広報広告は，進研アド，リクルート，旺文社，マイナビを柱として，受験雑誌，受
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験 Web での広報を展開し，本学の認知エリアの拡大と山梨県内の浸透を徹底した結果，

資料請求者数，イベント参加者数が増加した。

・ 会場ガイダンス，校内ガイダンス，入試説明会等に積極的に参加した結果，登録データ

は増加した。

・ オープンキャンパスだけでなく，高校生談話室や進学相談会を増やし，毎月イベントを

実施した結果，高校生の来校者数は増加した。

・ 進学相談会は毎回テーマを設定し，小論文対策講座やチャレンジ特待生講座など新たな

企画で高校生の本学への関心を高めた。

・ 資料請求者（登録データ）に対しては，月ごとのイベント情報などを送付することで，

年間 10回程度のコンタクトを取り，本学の情報・魅力等を発信した結果，本学への志願

者が増加した。

・ 県内の高校については，1 校につき年 6 回程度の訪問により情報提供・情報収集を行っ

た結果，本学への出願者の増加につながった。

・ 夏以降のイベント回数を増やすことで，AO入試の事前面談を平日以外の日での実施を可

能にした結果，エントリー数が若干増加した。

・ 私費外国人留学生の出願資格を見直した結果，出願者は増加した。

② 2020 年度の学生募集については，2019 年度募集計画等の検証・改善を行い，全教職員が一

丸となり，効果的な学生募集に取り組む。

2019 年度入試の結果は，上記の学内の努力の結果に加えて，次の外的要因より想定を上回

る出願者数であったと推察される。

・ 首都圏の入学定員の厳格化により首都圏大学の難易度が上昇，多数の不合格者が出た結

果，地方大学の受験者が増えた。

・ 2021 年度入試から制度が変わるため，現役合格を目指し，併願大学数を増やした結果，

各大学の受験者数が増えた。

・ 定員の厳格化，入試制度の変更などから受験生の安全志向がさらに強まり，県内志向，

推薦・AO志向が増した結果，志願者が増えた。

・ ここ数年，労働者不足により就職率が上昇している。就職が好調な時期は理系より文系

が人気になる傾向があるため，志願者が増えた。

・ 県内競合大学の動向による影響で，若干志願者が増えた。

□ 施設・設備関係

〔当該年度の主な充実整備・修繕整備計画〕

（イ）教室・図書館関係

① ラーニング・コモンズ（図書館，ゼミカフェ）については，既に 2015 年度及び 2016 年度

の私立大学等教育研究活性化設備整備事業により，4室の整備が完了しているため，当面，

教室関連の追加整備の必要はない。また，アクティブ・ラーニングに対応した教室の整備

についても，同事業において，整備が完了している。

② 303 教室（情報処理教室）は，当面，セキュリティーに十分留意した上で現状を維持する

が，2015 年度に基幹システムのクラウド化を図ったことにより使用しなくなったサーバー

室及び 2016 年度に情報端末機（MacBook Air）の全学生に貸与したことから使用しなくな

った 304 教室（CALL 教室）等については，当面，閉鎖し，学生のニーズ，財政状況等を総

合的に勘案し，必要に応じ改修等の検討を行うこととした。なお，CALL 準備室及びマルチ

メディアルームは，当分の間，「山梨英和学院関係資料の保管」のための使用を許可した。

③ 全学生へ貸与している情報端末機については，2017 年度入学生（3年次編転入生除く。）か

ら後継機種（MacBook 12）に変更を行ったことにより，本体価格が上昇し，教育充実に加
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え徴収している運用費も含めた相当額（年間 4万円，総額 16万円）内での対応限度額に近

づいているが，経済状況，定員割れ等の状況から，学費改定が困難な状況であるため，据

え置いた。なお，情報端末機の破損時，退学時，3年次編入生の卒業時に徴収する弁済額

等については，所要の改正を行った。

（ロ）研究棟関係

・ 各教員研究室，共同研究室及び会議室等の既存天井埋込型空調機については，2015 年度

から部品が手配できないこと，既存機器の後継機種を導入した場合1部屋1台当たり100

万円を超えること等から，2016 年度以降，設置費用が半額以下である既存機器と同程度

の機能を備えた家庭用エアコンで代替し，利用可能な部品を各教員研究室設置の既存機

種の保守部品としで流用する方策を講じている。

（ハ）食堂関係

・ 経年による支障，故障が生じている厨房機器，施設，設備等については，大学食堂にお

いて，「こども園」の昼食も調理していることから，こども園の理解・協力を得て，食洗

機，スチームコンベクション，フライヤー，業務用冷蔵庫等の修理を行った。

（二） その他の設備関係

① 研究棟を除く全棟に冷暖房を供給している吸収式冷温水発生機が老朽化により，冷暖房効

率が悪くなっており，必要以上の燃料を消費するため，年次計画により部分的オーバーホ

ール（吸収式冷温水発生機）を行い，保守・管理した。

② 経年による施設・設備の老朽化が進み，ここ数年で基幹的主要設備（火災報知器，放送設

備，上・下水ポンプ，キューピクル（変電設備））の修理・交換を終えたが，2018 年度に

おいては，中水関係の補修（地中中水管の漏水及び上水電磁弁の破損等）により，多額の

修理費が発生した。

③ 収支の均衡を図るに当たり，不要不急経費の一層の節減に加え，光熱水費の 2016 年度対

比△10％程度の目標を定め，不要な照明の消灯，廊下等の照明の間引きに加えトイレの改

修，研究棟廊下照明の LED 化等による節電，節水等に取り組んだ。しかし，上水料は，雨

不足及び中水地下配管の漏水による中水への補充等により，前年を大幅に上回った。

④ 学内に設置している売店（コンビニエンス・ストアー）については，利用者の減少から業

者単独での維持が困難となり，大学が相応の費用負担，売上増加への協力（事務用品，日

用品等の購入等）等を行ってきたところであるが，2018 年度を以ての閉店が業者から通知

されたことから，2019 年度から別業者による運営を継続することとし，リニューアルオー

プンのために所要の改修工事を行った。

⑤ その他

選択と集中の基本に基づき，大学中長期経営計画委員会での議を踏まえ，理事会の承認を

得て，学生満足度の改善，向上の必要性等から，学内和式トイレの洋式化工事及び研究棟

廊下照明の LED 化を実施した。

〔今後の（中・長期的な）計画〕

・ 建物，施設・設備，什器・備品等の全般については，経年のため破損・故障等が偶発的に

生ずる状況であるが，財政状況から，年次計画的な事前措置的対応が困難な状況であるた

め，基幹的な主要施設・設備又は教育・研究上必須となる什器・備品等以外については，

予算措置又は修繕等を見合わせ，必要に応じ対応する。

・ 学生会館の建設については，近年の経済状況が厳しいこと等から，寄附金額の鈍化傾向が

続いており，目標額には数年を要する見込みである。また，自己資金で建設できる目処が

立つまでは，具体的な建設計画の着手を控える。
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２ 山梨英和中学校・高等学校

□ 教育関係

（1）重点事業

① スーパーサイエンスハイスクール（SSH）と「理数教育の強化」

「山梨初！女子中高一貫校における女性環境科学者育成プログラム」を掲げて，山梨大

学をはじめ，県内外の大学や研究機関，企業等の協力を得ながらこの事業に取り組んだ。

経過措置 1 年次として，全生徒を対象として事業を実施した。学校設定科目「情報探究

Ⅰ」では，高校 1 年生全員を対象に，情報の教科として「問題解決」の単元として課題研

究基礎を文理融合で学んだ。その一環として，SS 研修・GS 研究を実施した。SS 研修では

国立遺伝学研究所を訪問した。GS研修では「ユネスコエコパークで SDGs について考える」

と題し，サントリー白州工場やキープ協会を訪ねた。

また，高校１年スーパーサイエンスクラスは，山梨大学研究室訪問や，東京大学・お茶

の水女子大学一日入学を実施した。高校 2 年生スーパーサイエンスクラスでは，学校設定

科目「SSHⅡ」において前年度から続けている課題研究を更に発展させた。高校 2年生グロ

ーバルスタディーズクラスは，学校設定科目「Global Studies Ⅱ」においてエシカル消費

による SDGs 達成をテーマに課題研究を実施し，高校生ビジネスプラングランプリや山梨県

立盲学校との連携事業に取り組んだ。学校設定科目「Science in EnglishⅠ・Ⅱ」では，

外国人理科教師と日本人教師によるティーム・ティーチングで，理科を英語で学ぶ授業を

実施した。様々な探究学習を通して，多くの発見があり，探究意欲が高まった。研究の成

果は，3月 15 日の校内研究成果発表会において発表された。

また，年 2 回実施した「SSH 特別講演会」では，風間ふたば氏，小川歩氏を講師にお迎

えして，理系分野のキャリアや研究について学んだ。

環境教育においては，高校 2 年生スーパーサイエンスクラスがドイツ研修を実施し，環

境問題への意識を高めるうえで大変効果のある事業となった。

自然科学部は，さまざまな学会やコンクールに参加すると共に，地域の小中学生への科

学実験ボランティアに意欲的に取り組んだ。受賞歴としては環境科学会で優秀発表賞，日

本学生科学賞山梨予選大会で県教育長賞を受賞した。県芸術文化祭においては生物部門で

芸術文化祭賞，物理部門で教育長奨励賞，地学部門とポスター部門において理科部会特別

賞を受賞した。SSHⅡの研究成果としてサイエンスキャッスル関東大会で優秀ポスター賞，

マリンチャレンジプログラム全国大会特別賞，SSHⅢの成果として科学の芽大賞努力賞，山

梨科学アカデミーを受賞した。また研究助成としてリバネス賞，マリンチャレンジプログ

ラム，県の水ラボプロジェクトの採択を受けた。

中学段階では探究の素地を作る取組を実施した。中学 1 年次から 2 年次までは自由研究

を実施した。中学 3 年次には「探究 Jr.」としてデータの活用を学びながら環境に関する

調べ学習を行った。自由研究と探究 Jr.の成果は，3 月 15 日の研究発表会でポスター発表

の形で伝えられた。6 年間の締めくくりとして，事業の内容を精査し，持続可能な取組に

改善できるように整理して，第 2期の申請書を提出した。

② 中学全体で英語を強化し，Special Saturday を実施

中学全学年，全クラスで英語を強化した。土曜日には全校で英語礼拝を実施し，生徒が

司会をした。中学生全員を対象とする英語研修を実施した。土曜授業は Special Saturday

として体験型，探究型，合教科型の授業を行った。すべてのプログラムを通して，論理的

思考力，表現力，協働力などの力を育成した。
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③ 「ICT 環境の向上と iPad 使途の拡がり」全学年使用２年目

2011 年度から iPad を導入し，2017 年度からは導入学年を早め，中学 1 年生から高校 3

年生までの全員が iPad を個人所有し，教具として幅広く活用している。日々の授業に加

え，中学生は自由研究・職業学習・海外研修にも iPad を使用している。調べ学習，資料ま

とめ，プレゼンテーション，プログラミング，探求課題など，活用の場面が多くなってい

る。

高校においても修学旅行に関する事前学習や旅行記作成，部活動での利用も進んでいる。

Classi（模擬試験や過去問を活用できる学習支援アプリ）の導入により，個人に合わせた

使い方が広まり，高大接続ポータルサイト「JAPAN e-Portfolio」にデータ連携が可能とな

った。また，受験サプリ（予備校の動画配信サービスアプリ）の活用等，個に応じた学習

を進める環境が整った。

地域の小学生を対象とする理数系の講座を山梨県生涯学習推進センターの協力を得て

2018 年 11 月には恒例となった iPad 講座を中学生が教師役となり実施した。iPad 上でプロ

グラムを組み Sphero SPRK EDITION というボール型ロボットを自由に動かす体験を小学生

にしてもらった。

④ 「国際教育の充実」JICA 研修・SSH ドイツ研修など

カナダ研修，オーストラリア研修，JICA 研修に加え，SSH ドイツ研修を行った。また，

韓国梨花女子高校及びメントンガールズグラマースクールの旅行団を受け入れ，ターム留

学生を 2名派遣した。

カナダ研修は例年同様豊かな研修となった。海外姉妹校の 3 校については，韓国は韓国

梨花女子高校の旅行団，1 年の交換留学を通して，オーストラリアのメントンの生徒の受

け入れやターム留学を通して，またドイツは SSH 海外研修を通して実り多い交流が実現し

た。ロータリークラブより 1 年のイタリア人留学生を受け入れ，年間を通して交流の機会

があった。

⑤ 「ユネスコスクールとしての活動」

ユネスコスクールとして持続発展教育（ESD）の推進に取り組んだ。具体的には，環境，

国際理解，平和・人権を主な柱とし，SDGs を教材とした探究型学習，国際性を涵養する学

習，ボランティア活動，などを実施した。

高校１年生の学校設定科目「情報探究Ⅰ」において，地球規模の問題を概観し批判的思

考力を育成する学習の教材として持続可能な開発目標(SDGs)を扱った。高校 2 年生の学校

設定科目「Global Studies Ⅱ」において，「消費活動で社会を変える」をテーマにエシカ

ル消費について学習した。また，山梨県立盲学校と連携し，同校の「盲ろう教育資料電子

化事業」に協力するためのバザー等を行なった。これらの授業について，ユネスコスクー

ル全国大会においてポスター発表を行った。

さまざまな海外研修を実施し，国際性の涵養に務めた。8 月のカナダ研修では，本校の

建学の精神をもたらした宣教師たちの母国を訪ね，語学や異文化理解について学習した。

同じく 8 月のオーストラリア研修では，環境学習と姉妹校での英語学習と交流活動を実施

した。10 月のドイツ研修では，環境保護の取組や技術について学習した。3 月に修学旅行

として長崎・沖縄コースと韓国コースに分かれ，事前学習を含めて平和教育を実施した。3

月の JICA ラオス研修では，本校が継続的に子どもたちの就学支援を行なっているラオスを

訪ね，国際協力について学習した。姉妹校との交換留学など，多くの留学生を受け入れた。

ボランティア活動としては，課外活動において，地域の高齢者に対する配食サービスの

手伝い，近隣の教会における炊き出しの手伝い，高齢者施設などでの訪問演奏，科学館等

での児童対象実験支援，東日本大震災被災地支援のイベント参加等，各団体が活発にボラ

ンティア活動を行った。
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⑥ 「論理的に考え，活動できる生徒会」

2018 年度は論理的に考え，相手に伝え発信できる生徒会活動を目標とし，学校行事やク

ラブ活動・委員会活動などに取り組んだ。さらに，生徒会活動を通して，他者と豊かな関

係を育むことができるよう，行事だけでなく，普段の学校生活の中で互いを尊重しながら，

積極的な活動を展開することができた。

また，生徒会が中心となり，豪雨災害による被災者の方へ義援金を募ったり，フードバ

ンクへの食品寄付を呼びかけ，回収・寄付したりするなど，学校内にとどまらず，他者と

の関わりを深める取り組みを行うことができた。

⑦ 「生徒支援」

2012 年度に「生徒支援プロジェクト」を立ち上げ，ほっとルームの移転を行った。2013

年度以降は，特に中学において支援を必要とする生徒が多くなり，プロジェクトが関わり，

外部の助言なども受けながら，悩みつつ熱心に取り組んだ。2018 年度も継続的に利用する

生徒があった。2019 年度も，引き続き専門家のご指導をいただき，研修会などを通して全

教員が基本的な知識を身につけ学びつつ前進していく。

⑧ 中学校での教育

GTEC，英語検定試験の結果から，全てのクラスにおいて英語コミュニケーション能力向

上の成果が見られた。理系科目強化のため，理科特別実験授業を行った。自学自習力の向

上のためスクールステイを実施した。

・英語教科書：『Progress in English 21』（中学全クラスで使用）

・英語特別研修【2日間】（中 1 ，中 2，中 3）

・理科特別実験授業【不定期金曜日】 25回実施

・スクールステイ【3日間】

⑨ 高等学校での教育

類型別クラス編成による教育の質的向上を図った。類型別カリキュラムに基づき，それ

ぞれの生徒の希望進路を実現するための指導を行った。

・グローバルスタディズクラス（SSH 指定クラス）3クラス

・スーパーサイエンスクラス（SSH 指定クラス）1クラス

⑩ 習熟度別授業

高校各学年の1クラスに習熟クラスを作り，教育の質的向上を図りながら指導を行った。

・高校国語（現代文，古典）：学年毎に習熟度と人数を考慮して適宜分割

・高校英語：学年毎に習熟度と人数を考慮して適宜分割

・高校数学：学年毎に習熟度と人数を考慮して適宜分割

⑪ 土曜授業

Special Saturday（教科横断型学習・中学），土曜授業（SSH 指定授業・高校）等を実施

し，学力の向上を図った。

⑫ 教師の生徒理解・指導力等向上

学校内外での研修に積極的に取り組んだ。

1） 校内研究会

年間テーマ『新学習指導要領に向けての指導力向上』

・第 1回『Classi を活用した指導』

(株)ベネッセコーポレーション 黒岩友樹氏を講師に招き，情報の共有を行った。

・第 2回『山梨英和 130 周年記念事業について』

130 周年記念事業のうち，校舎統一，授業改革について情報を共有し，意識の統一

を図った。

・第 3回『学習レリバンスを追及した研究授業』



- 16 -

学習レリバンスを追及した研究授業を理科・保健体育科・英語科で行った。

・第 4回『キリスト教主義学校で語る聖書の全体像』

昨年に引き続き，キリスト者学生会 総主事の大嶋重徳氏を講師に招き，キリスト

教学校に勤務する者としての心構えについて学んだ。

2) その他の校内研修

・教科会 研究授業の分析・検討

・教科会及び職員会議

中学：外部学力試験結果の分析・検討

高校：模擬試験結果の分析・検討

センター入試結果の分析・検討

3) 外部研修

・Classi 導入・活用説明会

・山梨県私学教育振興会 新任教員研修会

・山梨高大接続に関する研究会

・防災リーダー研修会

・山梨県スポーツ施設等安全管理講習会

・中北地区献血推進研修会

・Classi ポートフォリオ活用研究会

・授業に役立つ iPad 活用研修会

・山梨県学校司書研究会夏季研修会

・峡中・峡北地区合同地域教育フォーラム

・文教施設セミナー「未来につながる学校づくりセミナー」

・中部地区私学教育研修会

・全国高等学校教育改革研究協議会

・玉川学園探求型学修研究会

・キリスト教学校同盟関東地区中高研究集会

・インターアクト指導者講習会

・キリスト教教育同盟 女子校研究会

・山梨県私立学校生徒指導主任会県外研修

・『学校でのスポーツ事故を防ぐために』研修会

・スーパーサイエンスハイスクール情報交換会

・高等学校教諭対象「進路指導研究会」

・山梨大学教育学部附属中学校 スキルアップ講座 総合的な学習の時間

・「GTEC」2019 年度改訂内容と活用方法説明会

・「いじめ防止などのための基本的な方針」改訂の説明会

・FES in Shotoku ―次世代に向けた研修会―

・清翔開智中学校・高等学校視察

⑬ 授業評価，学校評価

様々な角度から評価・分析し，日々の授業・学校改善を行った。

⑭ 6ヶ年を見通した進路指導

6 ヶ年を見通した進路指導の中で生徒の適性を見いだし，進路についての目的意識を持

たせるとともに，それを実現するための学力の定着・向上を図った。

1) 6 ヶ年を見通した進路指導を明確にするため，「キャリアスタディ山梨英和」を刊行・

配布した。

2) 各学年に対応した進路指導プログラムを行った。
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中 1：メイプルスクール，自由研究準備学習，学力推移調査，ポートフォリオについ

ての説明会，高 3合格体験談

中 2：自由研究，職業学習，学力推移調査，ポートフォリオについての説明会，高 3

合格体験談

中 3：学力推移調査，職場体験，進適指導・学力確認テスト，ポートフォリオについ

ての説明会

高 1：スタディーサポート，進学相談会，ポートフォリオについての説明会，大学模

擬授業 2回，高 3合格体験談，大学公開講座参加

高 2：スタディーサポート，進学相談会，ポートフォリオについての説明会，大学模

擬授業 2 回，小論文講座，高 3 合格体験談，一日看護師体験，一日リハビリテ

ーション体験，大学公開講座参加

高 3：スタディーサポート，進学相談会，小論文講座，面接マナー講座，センター試

験出願指導・自己採点指導，大学公開講座参加

3) 学年ごとに親子進路学習会を開催し，学年に応じた進路指導・情報提供を行った。

長期休業期間及び土曜日を活用して，課外授業，補習授業等を行った。

・中学補習授業【夏季】：中 3年 4日間

・中学補習授業【冬季】：中 3年 4日間

・高校課外【夏季】：3日間（高 1-37 名，高 2-13 名，高 3-15 名）

・登校学習会【夏季】：3日間（高 1-102 名，高 2-97 名）

・高校総合学力調査【9月】：1日間（高 2-97 名）

・PROG-H【5月】：1日間（高 1-102 名）

・高 3土曜課外【通年】：6回（47名）

・Web 授業「スタディサプリ」：通年（高 1-64 名，高 2-8 名，高 3-10 名）

・高校センター試験対策演習【冬季】：2日（高 3-80 名）

・小論文講座：高 3年 5日間（49名），高 2年 4日間（28名）

⑮ 生徒指導方針

今年度の指導方針「生徒に基本的生活習慣や，ルール，マナーを身につけさせ，生徒の

自己管理能力を高める」を踏まえ，次のとおり生徒指導を行った。

1) 登下校時の立門指導を通し，マナー・交通ルール等の指導を行った。

2) 生徒への声かけを積極的に行い，教師全体で生徒の様子を把握するよう心がけた。

3) 山梨英和大学心理学研究室と連携し，カウンセリングルーム・ほっとルームの機能を

充実させた。

・カウンセラーの配置：毎週火曜日午後，金曜日午後

・大学院生の臨床心理実習：1名

⑯ 生徒会活動の活性化

活動を活性化するために積極的に外部との交流を実行した。

・支援学校との交流：わかば支援学校との交流 3回（聖歌隊）

・ボランティア活動参加：あしなが募金，フードバンク協力，チャレンジフェスタ，サ

ンマ祭り，チャレンジボランティアフォーラム，赤い羽根募金，配食，施設訪問，な

ど。

・三校交歓会：姉妹校である静岡英和と東洋英和の生徒会同士の交流で静岡英和を訪問

した。

・他校との交流試合：体育局クラブでは他校との練習試合・交流試合を継続的に行った。

⑰ 国際教育

重点目標「国際的視野に立って活躍できる生徒を育成する」を踏まえて，次の事業を行
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った。

(ア) 姉妹校である韓国梨花女子高校との交流

・交換留学：派遣 1名 受入 1名

・梨花女子高校旅行団交流会・ホームステイ受け入れ 32名

(イ) 希望者カナダ研修（中学・高校）25名参加

(ウ) 希望者オーストラリア研修（中学・高校）19名参加

(エ) JICA ラオス研修 31名参加

(オ) 姉妹校であるオーストラリア・メントン・ガールズ・グラマースクールとの交流

・19名のメントン旅行団

(カ) 姉妹校であるドイツのシュテッテン・ギムナジウムとの交流

・SSH ドイツ研修旅行で生徒宅へホームステイ 25名

・高 2-4SSH 研究意見交換会

(キ) ロータリークラブから長期留学生受け入れ

・イタリア 長期 1名

(ク) AFS より長期留学生受け入れ

・ニュージーランド 1名

(ケ) YFU より短期留学生受け入れ

・アメリカ 1名

(コ) クラブ活動や各種検定試験等

生徒の種々な力を伸ばすための具体的な支援を行った。

・全国大会出場：聖歌隊，水泳部，放送部，マンドリン部，自然科学部，

スキー同好会

・関東大会出場：聖歌隊，水泳部，新体操部，自然科学部，スキー同好会，

柔道同好会

・英語検定：3回

【中学】2級 3名，準 2級 25 名，3級 51 名，4級 31 名，5級 14 名

【高校】準 1級 5名，2級 51 名，準 2級 56 名，3級 8名

・数学検定：1回

【中学】3級 7名，4級 6名，5級 2名

【高校】2級 1名，準 2級１名

・漢字検定：3回

【中学】準 2級 3名，3級 30 名，4級 8名，5級 7名

【高校】2級 2名，準 2級 10 名，3級 2名

(サ) 生徒に身につけさせたい 3つの力

「つながる力」「伝える力」「みずから学ぶ力」を身に付けさせる取り組みを行ってい

る。生徒自身が主体的に学ぶ過程では，ICT 機器とこの 3 つの力を身につけることは非

常に相性がよい。2011 年 8 月に姉妹校提携を結んだオーストラリアの Mentone Girls’

Grammar School とは互いに訪問するだけでなく，iPad の FaceTime（テレビ電話アプリ）

で交流する機会も得た。中学 3 年から参加できるカナダへの語学研修や高校１年の修学

旅行では，iPad に日々の活動を記録し研修旅行記を作成している。事前学習のレポート

も含めて関心のあるテーマのつながりが iPad 上で一つにまとめられるという利点を活

かしている。SSH ドイツ研修では，事前学習や研修中での活用に加えて報告会でも iPad

の Keynote（プレゼンアプリ）でまとめたものを発表している。

（2）教育関係の人事について

中期シミュレーションを踏まえて，専任教員等の退職等に伴う欠員補充を行った。
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・英語科の欠員補充：期間採用教諭 1名を採用

・社会科の欠員補充：期間採用教諭 1名を採用

・国語科の欠員補充：期間採用教諭 1名を採用

・外国人教師の欠員補充：外国人教師 1名を採用

□ 生徒募集関係

(1) 総括

中学入学生 70人，高校入学生 120 人の募集人数を確保するため，昨年度までの入試行事，

入試改革をベースに，入試行事ごとの工夫とさらなる入試改革に取り組んだ。

中学入試行事に関しては，英和デーの春（体験授業）と秋（公開授業）の特長を明示して

参加者増加を図った。入試説明会やスカラシップ対策講座などの 6 年生を対象にした行事を

7月～9月に集め，受験への動機付けを行った。個別入試相談会を 10月以降継続して行い，

受験生・保護者の個々の相談に応じた。2019 年度入試の中学入学者は，募集定員 70 名を確

保した。内スカラシップ選考合格者 3 名であった。小学校はもちろん，教会や塾，バレエ，

水泳，ピアノ教室等に対し山梨英和の教育への理解を深めていただけるようアピールし，行

事案内の協力を依頼した。

2019 年度高校入試では，推薦入学者は 32 名（学業特待生 5 名を含む）の優秀な生徒を確

保できた。一般入試出願者は 96名とやや減少した。単願での入学者は 6名，公立高校などと

の併願からの入学者は 10名となった。今年度から「私費外国人留学生」の受け入れが始まり

1 名の入学者を得た。高校入学者は，公立中学校などより 48 名と内部生 50 名，私費外国人

留学生 1名の計 99名という結果であった。

英検による受験料の免除（中学受験者 3級：12名，高校受験者準 2級：25名）や同窓生の

子・孫・姉への入学金の減免措置（中学受験者：13名，高校受験者 10名），在学生の姉妹へ

の入学金の減免措置（中学受験者：10名，高校受験者 7名）は周知されてきている。

(2) 活動の概要

① 小学生・保護者対象のイベントを行った。

・春の英和デー（体験授業）

・秋の英和デー（授業公開・学校説明会）

・公文生対象学校説明会

・ナイト学校説明会

・祖父母･保護者対象 学校説明会

・入試説明会 3回

・スカラシップ対策講座(2日間)

・個別入試相談会（のべ 31日）

・学園祭一般公開

・英語体験講座 3回

・ハンドベル講座（主催:県生涯学習推進センター）

・理科実験講座 2回（主催:県生涯学習推進センター）

・iPad 体験講座（主催:県生涯学習推進センター）

② 中学生・保護者対象のイベントを行った。

・学園祭一般公開

・オープンキャンパス体験授業

・個別入試相談会（のべ 31日）

・ナイト学校説明会

・オープンキャンパス公開授業・学校説明会 2回
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・入試説明会 2回

・ナイト入試説明会 1回

③ その他，次のイベントを行った。

・塾教師対象入試説明会

・小学校教師対象入試説明会

・中学校教師対象入試説明会

・ホームカミング 20年同窓会

④ 受験生・保護者を学園祭などの行事に招待するなど，本校教育に対する理解の場を設

けた。

⑤ 全教員がそれぞれの担当する小学校・中学校への訪問を精力的に行い，受験指導に当

たる先生方への理解を求め，本校受験への協力を依頼した。

⑥ 全教員がそれぞれの担当する塾等の訪問を行い，本校受験への協力を依頼した。併せ

て，受験生の県内情勢の把握・分析に努めた。

⑦ 「私費外国人留学生」を2019年度から募集したが，中国から1名の入学生を得られた。

受け入れ体制を整え，今後も拡充を図る。

⑧ 新聞広告を掲載し，本校教育に対する理解の場を設けた。

・2019 年度新聞広告では，同窓会の協賛を得た。

⑨ 授業公開，印刷物・HP・SNS・掲示等の活用による情報公開を推進し，本校へのより深

い理解を得られるようにした。

・LINE@による中学入試行事案内

・ホームページリニューアル

・スーパーサイエンスハイスクールの活動を周知するため「SSH 通信」をイベントに参

加した小学生・中学生に配布した。

⑩ 在校生保護者，同窓生，教会に PR活動を依頼した。

・小学生・中学生「紹介カード」による情報提供

・ポスター・チラシの掲示配布の協力

・同窓生・姉妹などの入学金減免の告知

□ 施設，設備関係

老朽化した施設設備の点検・改修計画を行った。また，校舎統一に向けて，プロジェクト

チームを発足し，改修計画を策定した。

(1) 施設の維持管理

朽化した施設・設備を維持管理として点検を行い，必要な修理，備品の購入等を行っ

た。また，台風 21,24 号の被害を受けたため，修繕を行った。

① 中学

・ダグラスホールマイク更新

・中央監視スマートタッチ更新

・中学地階西側階段 重量シャッター修理

② 高校Ⅳ号館

・4号館 1階南側ドアガラス修繕（台風被害）

・給排水漏水工事

③ クラブハウス脇

・倒木撤去（台風被害）

・電柱倒壊修理（台風被害）

④ 地下通路
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・床面修繕

(2) 130 周年記念事業「未来への礎プロジェクト」

創立 130 周年記念事業「未来への礎プロジェクト」として，中高校舎統一に伴う中学

校舎の改修工事を行うための計画を立案した。中学校舎を整備し，中学校・高等学校の

校舎を統一することで，教育（生徒），教職員，コスト等で以下の効果を期待する。

① 教育（生徒）面

・新学習指導要領の先取り

・学びの見える化 ⇒全教室をアクティブ・ラーニング（AL）化し，生徒の主体的な学び

を実現

・校舎統一による意識向上 ⇒6 年間の学びの中で学年を超えた活動支援，移動の効率化

による授業への集中力の向上

② 教職員

・一体感の向上 ⇒コミュニケーションの増加および負担の軽減

③ コスト面：

・校舎統一による規模の適正化 ⇒効率的な校舎使用と LED 化および冷暖房の高機能化に

よる光熱水費の削減

工事の期間としては，2019 年 7 月 22 日に着工し，12月 20 日頃に竣工する予定である。

工事期間中は高校校舎において中学校・高等学校の授業を行い，新校舎には 1 月中から移

動することを予定している。

(3) スクールバス

老朽化及び利用者の低下などにより，スクールバス 3路線のうち，2017 年度を持って甲

府・笛吹循環線の廃止とし，車輌を売却した。
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３ 認定こども園（カートメル・ダグラス・プレストン）

□ はじめに

2015 年 4月より施行された子ども・子育て支援新制度のもと，山梨英和学院の 3つの認定こ

ども園は，幼稚園型を経ていずれも幼保連携型となった。キリスト教主義の幼稚園として長い

歴史を刻んできた各園にとって，認定こども園への移行は，3 歳未満児を含む保育を必要とす

るこどもたちの受け入れを始め，開所時間，開所日数，職員の増加，保育の質の確保，配慮を

要する園児へのケア，保護者の多様なニーズへの対応，行政との細かなやり取りなど，多くの

課題と向き合う日々であった。そうした中，山梨英和学院の建学の精神に基き，すべてのこど

もの最善の利益をはかり，子育てにいそしむ保護者を支援し，地域社会にこたえることで山梨

英和学院に託されているキリスト教教育(保育)の使命達成を願ってきた。

少子化が進む中，園の健全経営をはたすには，保護者に信頼され評価される園でなければな

らない。そのためには建学の精神に基づく質の高い保育・教育を提供するという理念を共有で

きる職員の確保はもとより，さらにその力量を向上させていくことが重要である。あわせて「保

育士確保の困難」が叫ばれる現状においては，よりよい保育環境の実現，労務環境の整備，職

員体制の構築，研修などの充実は必須である。こうした諸課題をはたすには職員相互の信頼関

係の構築と協力が欠かせないことを考える時，キリスト教保育の基盤である聖書の学びを始め，

職員間の十分な意思疎通をはかる工夫が求められている。また子ども・子育て支援新制度並び

に幼保連携型認定こども園教育・保育要領の理解をさらに深めることも重要である。

以上の点に留意し，山梨英和学院のこども園に託されている使命をしっかりと受け止めて，

キリスト教信仰とその精神に基づく保育・教育にあたることで，「こどもたちの最善の利益を

はかる」山梨英和学院の「認定こども園」となるべく，この 1年諸活動を展開してきた。

□ 保育・教育関係

(1) 重点事業

〔当該年度の計画〕

① 幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえ，就学までの一貫した教育・保育を，キ

リスト教信仰に基づいて行った。（園内外での研修の実施・参加，関係諸団体との交流の実

施など）

② こどもたちの発達段階，個性や能力，家庭環境などに配慮しつつ，こどもも保護者も安心

でき，喜びをもって共に過ごせる場となれるように努めた。（相談しやすい環境の設定，臨

床心理士の配置等）

③ 各種教育・保育，子育てプログラムのより一層の充実を図り，こどもたちの個性を生かし，

力をのばすようにつとめた。また可能な限り保護者の子育て，保育ニーズに応えられるよ

う努力した。

④ 園内外での活動を通して，自然と親しみ，他者と交わる機会を増やし，種々の体験や学び

を通してこどもたちの豊かな情操を養い，創造力や感受性，知的好奇心などを育み，伸ば

す努力を重ねた。

⑤ 園での集団生活における様々な機会を活かして，園児の自他への気づき，コミュニケーシ

ョン能力の涵養をはかれるよう，言葉掛けや働きかけなどの工夫をした。

⑥ キャリアアップ研修を始めとする園外での諸研修の受講を積極的に勧める他，園内研修を

充実させることで保育教諭の資質・技能の向上をはかった。また非常勤の臨床心理士によ

る研修などを設けて職員間のコミュニケーションの向上につとめ，同僚性の一層の確保を

実現して質の高い保育・教育を提供できるようにはかった。研修等においては特に「気に
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なるこども」，障碍を持つこどもへの対応，事例研究などを行い，保育教諭のスキルアップ

をめざした。

⑦ 保護者や地域の人達を対象としたプログラムを実施して，子育て支援活動を行いつつ，山

梨英和学院のこども園が目指すものの一層の浸透をはかった。

⑧ 保護者や職員が建学の精神の基であるキリスト教の信仰と聖書に親しみ学ぶ機会を設けた。

⑨ 地域の子育て支援の場となれるように，ドロップインや支援事業のプログラム化など，

活動の場を設けて地域社会への奉仕に努めた。

⑩ 切れ目のない一貫した保育・教育の場となれるように，関係諸団体，施設，小学校等との

連携を図った。地域の高齢者，児童との交流の機会も設けた。

⑪ 新制度の実施主体である市町村との連携，協力体制の一層の確立に努めた。

⑫ 山梨英和学院の他の部門との連携，協力を一層密なものとして地域に貢献するよう努めた。

〔今後の（中・長期的な）計画〕

① 建学の精神を堅持しつつ，こども・子育てにかかわる行政の動きに適切に対応し，認定こ

ども園としての一層の充実，活動の展開を図り，地域に貢献できるものとなるよう努めた。

② 保育・教育・子育て支援を十分に展開できる体制，新たな施設の構築などに関して，必要

な検討を行う一環として，環境の点検，整備を行った。

③ 子どもとその家族を切れ目なく支援できるこども園としての内実を持てるように整えるこ

とを意識した。

(2) 保育・教育関係人事

① 適切な職員の配置をはかり，業務の荷重軽減をはかるために職員の採用を積極的に行った。

② 処遇改善等にかかわる運営体制の適切な構築をはかり，「専門リーダー」「職務分野別リー

ダー」を配置した。

③ カリキュラム・プログラムの精選，深化をめざした。

□ 園児募集関係

(1) 園案内，ホームページ，ニュースレター等の広報・メディア活用，普段からの園見学，電

話での相談に積極的に応じるなど，募集活動につとめた。

(2) 山梨英和プレストンこども園は笛吹市の子育て支援拠点事業の園として引き続き諸活動を

展開した。

(3) 子育てにかかわる人たちが集える場を設けるほか，講演会や様々な集会，活動等を行って

認定こども園としての存在と働きを担う努力を行った。

(4) 在園児，卒園児，未就園児，父母の会等を通じて，入園希望者の情報を入手し，募集に生

かした。

□ 施設，設備関係

(1) 園児の安全確保のため，ダグラスこども園のフェンス等の一部除却と改修を行った。プレ

ストンこども園の幼稚園園舎の改修工事のための準備を進めた。

(2) 園児の教育・保育環境の整備・充実を図るための施設，設備，遊具などの点検を行い，必

要な箇所の補修などを行った。

(3) 地震・災害対策及び防犯対策等について検討，訓練，マニュアルの作成を行った。

(4) 経年劣化した施設・設備への改修を行った。

□ 全体

少子化が進むきびしい現実にあって，山梨英和学院の認定こども園 3園は幸いにして概ね利

用定員に近い園児が与えられ，経営的には安定した運営を行うことができた。これは建学の精
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神に基づく質の高いキリスト教保育・教育を提供するために，こどもと保護者一人一人に丁寧

に寄り添ってきた職員の熱心な働きによるものである。これによって 3園は，地域から信頼さ

れ，保護者によって選ばれ，行政からも評価される園となることができ，結果的に園児の確保

がなされ，経営面での運営の安定を得ることができた。職員の労に報いるためにも，処遇改善

はもとより，よりよい施設・環境・労務体制等の整備，構築，充実に努めたい。

質の高い保育・教育を行うには職員の研鑽と相互の協力が欠かせない。また精神的な安定，

身体の健康も必要である。そのための労働環境の整備は当然のこと，その大前提として，山梨

英和学院の建学の精神であるキリスト教信仰の涵養と，その基盤である聖書の学び，保育・教

育のスキル向上のための研修，職員間の円滑な意思疎通をはかるための工夫，また子どもとそ

の保護者が抱いている諸課題への理解を深めて，適切な対応ができる体制と人員配置などの構

築が大切である。しかし一方で保育現場の多忙さ，職員の勤務体制の課題の克服など，今後さ

らに検討を要する事項もある。

子ども・子育て支援新制度についての理解や認定こども園の理念，幼保連携型認定こども園

教育・保育要領，行政文書等の十分な読み込みが，必ずしも十分に行えていないという課題も

ある中，子育て，保育，教育にかかわる諸課題にさらに適切にかかわれる技能の獲得とその一

層の向上をめざして，職員間の同労者としての協力体制を構築し，チームとしてキリスト教保

育・教育を展開できる組織，団体となっていくこと，またそうした力を獲得していくことが，

今後の大きな願いである。
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４ 法人本部

□ 理事・評議員の選任

(1) 5 月 25 日（金）に開催した 5月定期理事会において，欠員となっていた 3号（学識経験者）

理事・評議員を，また，評議員の辞任に伴い後任の評議員を選任した。

（任期 2018 年 5月 26 日から 2019 年 3月 31 日まで）

(2) 3 月 22 日（金）に開催した 3 月定期理事会において，評議員の辞任に伴い後任の評議員を

選任した。（任期 2019 年 4月 1日から 2020 年 3月 31 日まで）

□ 理事会の開催

理事会を 8回（5月,7 月,9 月,11 月,12 月臨時,1月,2 月臨時,3月）開催した。

□ 評議員会の開催

評議員会を 3回（5月,9 月,3 月）開催した。

□ 常務理事会の開催

常務理事会を 14回（4月,5 月,6 月,7 月,9 月,10 月,10 月臨時,11 月,11 月臨時,12 月,1 月,2

月,2 月臨時,3月）開催した。

□ 2018 年度山梨英和学院教職員修養会

5 月 19 日（土）に大学グリンバンクホールにおいて，「キリスト教学校に求められているこ

と」を主題として，第１部開会礼拝「主に仕える共同体」と題した説教（大久保絹大学宗教主

任補佐），第 2 部講演会「キリスト教学校としての山梨英和学院」と題した講演（講師：深町

正信 青山学院名誉院長・元東洋英和女学院院長)及び第 3部新任教職員紹介を行った。

□ 2018 年度山梨英和学院教職員クリスマス礼拝

12 月 1 日（土）に中高グリンバンクチャペルにおいて，「私たちがみつけたもの」と題した

説教により学院教職員クリスマス礼拝を行った。

□ 2018 年度(第 16 回)三英和懇談会

7月 15 日(土)に東洋英和女学院において，旧カナダ・メソジスト教会との関わりをもって設

立された東洋英和女学院・静岡英和学院との三英和懇談会を 38 名(東洋英和 17 人・静岡英和

11人・山梨英和 10人)の出席者により，礼拝，全体会，分団協議等を行った。

□ 2018 年度キリスト教教育懇談会

7 月 9 日(月)に大学大会議室を会場に，日本基督教団東海教区山梨分区牧師及び中高聖書科

非常勤講師である牧師１名と本学院常務理事会メンバー及び宗教主任により「キリスト教教育

と教会教育」をテーマに開催した。

□ 山梨英和学院維持協力会

維持協力会役員会を 12月 21 日（金）及び 2月 15 日に開催し，2019 年度事業計画及び 2018

年度会計報告等について審議決定した。

(1) 7 月 10 日に「山梨英和学院維持協力会報第 13 号」を発行し，会員に配布する等 2018 年度

の会員募集を行った結果，809 万円収納した。
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(2) 教育研究充実のため，各部門に 300 万円(大学 100 万円・中高 100 万円・こども園 100 万円)

を配付した。

□ 財務情報の公開

2017 年度の「事業報告書」「決算書」（貸借対照表，資金収支計算書，事業活動収支計算書)，

「財産目録」，「監事による監査報告書」をホームページに公開した。

□ 教職員健康診断

5月 1日（火）に中高教職員，5月 23 日（水）に大学・こども園・法人本部教職員の健康診

断を実施した。

□ ストレス・チェック

労働安全衛生法に基づくストレス・チェックを 5 月 28 日～31 日，学院全教職員を対象に実

施した。

□ 広報誌「メイプルニュ―ス」の発行

7月 10 日「メイプルニュ―ス」第 59号を発行し，関係機関等に配布した。

□ 職員新年礼拝の挙行

1月 7日(月)に「自分に定められている競争」と題した説教により職員新年礼拝を行った。

□ 長野 彌(元理事長)記念奨学金の授与

1月 15 日(火)に山梨英和大学大会議室において，勉学の支援と有為な人材の育成を目的とし

て長野彌記念奨学金の学業奨励奨学金 2名(高校・大学各 1名)の授与式を行った。

□ 2018 年度永年勤続者表彰式挙行

3月 29 日(金)に永年勤続者に対して表彰状を授与した。



Ⅲ 財務の概要

１ 資金収支計算書〔2014～2018年度〕

（単位：千円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

科 目 （H26） （H27） （H28） （H29） （H30）

学生生徒等納付金収入 1,254,336 1,243,048 1,170,502 1,039,660 994,056

手数料収入 16,431 16,447 13,058 13,966 16,065

寄付金収入 31,129 27,718 33,937 35,328 39,091

補助金収入 488,417 660,350 677,259 631,112 641,057

資産売却収入 994 86,385 13,061 95,894 756

付随事業・収益事業収入 32,387 24,521 24,362 24,472 21,577

受取利息・配当金収入 1,171 1,228 846 678 2,094

雑収入 97,341 101,689 91,419 61,383 78,951

借入金等収入 0 0 0 0 0

前受金収入 151,851 142,250 117,368 139,746 154,631

その他の収入 575,909 537,029 601,898 532,944 499,322

資金収入調整勘定 △230,461 △ 287,842 △ 221,751 △ 184,009 △ 213,768

前年度繰越支払資金 1,321,144 1,395,309 1,591,760 1,576,156 1,733,961

収入の部合計 3,740,649 3,948,132 4,113,720 3,967,329 3,967,794

人件費支出 1,143,390 1,190,693 1,196,059 1,164,217 1,154,936

教育研究経費支出 387,005 401,549 387,999 318,020 306,038

管理経費支出 104,098 97,393 91,213 101,957 109,322

借入金等利息支出 1,947 1,137 632 462 291

借入金等返済支出 34,074 34,074 34,074 34,074 34,074

施設関係支出 17,244 7,552 35,691 16,460 15,053

設備関係支出 22,116 40,773 27,443 8,321 8,494

資産運用支出 228,618 168,873 349,032 137,887 129,566

その他の支出 460,266 473,631 485,057 504,665 475,219

資金支出調整勘定 △53,418 △ 59,303 △ 69,637 △ 52,695 △ 60,519

次年度繰越支払資金 1,395,309 1,591,760 1,576,156 1,733,961 1,795,319

支出の部合計 3,740,649 3,948,132 4,113,720 3,967,329 3,967,794

（注1）金額は科目ごとに四捨五入しているため、合計額と差異が生じる場合があります。

（注2）2014年度以前の決算については、学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）

第一号様式（第12条関係）にしたがって組み替えています。

《2018年度決算の概況》

年 度

収入では、学生数等の減少により学生生徒納付金収入が減少しましたが、前年度比で寄付金収入、
補助金収入などが増加しました。支出では、全学院的な経費節減努力もあり、人件費支出、教育研究
経費支出が減少しました。その結果、翌年度繰越支払資金が61,358千円増加して1,795,319千円とな
りました。
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２ 活動区分資金収支計算書

（単位：千円）
2018年度
（H30年度）

学生生徒等納付金収入 994,056
手数料収入 16,065
特別寄付金収入 18,046
一般寄付金収入 5,319
経常費等補助金収入 638,610
付随事業収入 21,577
雑収入 78,853
教育活動資金収入計 1,772,526
人件費支出 1,154,936
教育研究経費支出 306,038
管理経費支出 109,320
教育活動資金支出計 1,570,294

202,233
811

203,044
施設設備寄付金収入 15,726
施設設備補助金収入 2,447
施設設備売却収入 756
減価償却引当特定資産取崩収入 1,998
施設整備等活動資金収入計 20,927
施設関係支出 15,053
設備関係支出 8,494
施設設備等引当特定資産繰入支出 575
施設整備等活動資金支出計 24,122

△ 3,196
7,075
3,879

206,923
15,525

奨学貸付金回収収入 917
預り金受入収入 394,581
修学旅行費等預り金受入収入 15,773

404
969

2,727
小計 430,896

受取利息・配当金収入 2,094
過年度修正収入 98
その他の活動資金収入計 433,089
借入金等返済支出 34,074
その他の引当特定資産繰入支出 128,991
預り金支払支出 395,372
修学旅行費等預り金支払支出 15,773

343
1,105
2,712

小計 578,369
借入金等利息支出 291
過年度修正支出 2
その他の活動資金支出計 578,662

差 引 △ 145,573
調整勘定等 8
その他の活動資金収支差額 △ 145,565

支払資金の増減額（小計+その他活動資金収支差額） 61,358

前年度繰越支払資金 1,733,961

翌年度繰越支払資金 1,795,319

（注）金額は科目ごとに四捨五入しているため、合計額と差異が生じる場合があります。

教育活動資金収支は、203,044千円のプラスとなりました。その他の活動資金収支は財政基盤強化のた
め特定資産の積み増しを行ったため、145,565千円のマイナスになりました。翌年度繰越支払資金が
61,358千円増加して1,795,319千円となりました。

《2018年度決算の概況》
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教育活動資金収支差額

立替金支払支出
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差 引
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施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額）

収
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３ 事業活動収支計算書〔2014～2018年度〕

（単位：千円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

（H26） （H27） （H28） （H29） （H30）

学生生徒等納付金 1,254,336 1,243,048 1,170,502 1,039,660 994,056

手数料 16,431 16,447 13,058 13,966 16,065

寄附金 34,281 28,138 24,046 35,421 24,604

経常費等補助金 485,714 646,601 663,858 621,560 638,610

付随事業収入 32,386 24,521 24,362 24,472 21,577

雑収入 99,951 101,689 95,071 62,087 80,272

教育活動収入計 1,923,099 2,060,444 1,990,898 1,797,166 1,775,185

人件費 1,140,131 1,197,385 1,180,832 1,159,890 1,147,429

教育研究経費支出計 546,521 566,590 542,064 465,747 453,424

管理経費支出計 122,304 111,408 106,036 115,270 121,782

徴収不能額等 797 296 250 0 110

教育活動支出計 1,809,753 1,875,679 1,829,182 1,740,908 1,722,745

教育活動収支差額 113,346 184,765 161,716 56,258 52,439

受取利息・配当金 1,171 1,228 846 678 2,094

その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0

教育活動外収入計 1,171 1,228 846 678 2,094

借入金等利息 1,947 1,137 632 462 291

その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0

教育活動外支出計 1,947 1,137 632 462 291

教育活動外収支差額 △ 776 91 214 216 1,803

経常収支差額 112,570 184,856 161,930 56,474 54,242

資産売却差額 27 0 0 57,124 289

その他の特別収入 2,703 17,654 26,170 13,639 20,345

特別収入計 2,730 17,654 26,170 70,763 20,634

資産処分差額 4,520 10,048 7,759 3,862 4,135

その他の特別支出 0 31 7 2

特別支出計 4,520 10,048 7,790 3,870 4,137

特別収支差額 △ 1,790 7,606 18,380 66,893 16,497

110,780 192,462 180,310 123,367 70,739

△ 60,107 △ 11,161 △ 77,212 △ 49,643 △ 36,883

50,673 181,301 103,097 73,725 33,856

△ 1,896,988 △ 1,842,166 △ 1,660,304 △ 1,520,612 △ 1,446,134

4,149 561 36,595 753 3,969

△ 1,842,166 △ 1,660,304 △ 1,520,612 △ 1,446,134 △ 1,408,309

（参考）

事業活動収入計 1,927,000 2,079,326 2,017,915 1,868,607 1,797,913

事業活動支出計 1,816,220 1,886,864 1,837,605 1,745,240 1,727,174

（注1）金額は科目ごとに四捨五入しているため、合計額と差異が生じる場合があります。

（注2）2014年度以前の決算については、学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）

第一号様式（第12条関係）にしたがって組み替えています。
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《2018年度決算の概況》

教育活動収支は、前年度比で学生生徒納付金、寄付金が減少しましたが、経常費補助金、雑収入など
が増加し、一方で人件費、教育研究経費支出が減少したため、教育活動収支差額は52,439千円のプ
ラスとなりました。また、教育活動外収支は1,803千円のプラス、特別収支は16,497千円のプラスとなり、
その結果、基本金組入前当年度収支差額は70,739千円のプラスとなりました。
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４ 貸借対照表〔2014～2018年度〕

（単位：千円）

2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末

（H26） （H27） （H28） （H29） （H30）

固定資産 10,594,790 10,507,884 10,701,893 10,683,502 10,653,459

有形固定資産 8,647,250 8,515,412 8,408,794 8,273,067 8,135,493

特定資産 1,825,769 1,858,044 2,167,595 2,289,263 2,401,307

その他の固定資産 121,771 134,428 125,505 121,172 116,659

流動資産 1,562,928 1,814,504 1,723,013 1,831,768 1,903,329

資産の部合計 12,157,718 12,322,388 12,424,906 12,515,270 12,556,788

固定負債 428,745 401,363 348,917 310,435 268,335

流動負債 255,726 255,316 229,971 235,449 248,328

負債の部合計 684,471 656,679 578,888 545,885 516,663

基本金 13,315,413 13,326,013 13,366,631 13,415,520 13,448,434

第１号基本金 13,149,413 13,160,013 13,233,631 13,282,520 13,315,434

第２号基本金

第３号基本金

第４号基本金 166,000 166,000 133,000 133,000 133,000

繰越収支差額 △1,842,166 △1,660,304 △1,520,612 △1,446,135 △1,408,310

純資産の部合計 11,473,247 11,665,709 11,846,018 11,969,386 12,040,125

負債及び純資産の部合計 12,157,718 12,322,388 12,424,906 12,515,270 12,556,788

（注1）金額は科目ごとに四捨五入しているため、合計額と差異が生じる場合があります。

（注2）2014年度以前の決算については、学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）

第一号様式（第12条関係）にしたがって組み替えています。

《2018年度決算の概況》

有形固定資産は減価償却の進行等により減少しました。特定資産は積極的な積み増しを行ったことに
より112,044千円増加しました。流動資産は71,561千円増加、固定負債は借入金の返済により減少しま
した。
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Ⅳ その他

用語解説

□ 計算書について

「資金収支計算書」

資金収支計算書は、当該年度に行った諸活動に対応するすべての資金の収入・支出の内容と

支払資金の収入・支出のてん末を明らかにしたものです。これにより学校法人のキャッシュフロ

ーの状況を把握することができます。

「活動区分資金収支計算書」

活動区分資金収支計算書は、資金収支計算書の付表として、資金の動きを教育・施設整備等・

その他の 3 つの活動に分類し、活動区分ごとの資金の流れを明確に把握することができます。

「事業活動収支計算書」

事業活動収支計算書は、当該年度の収益・費用の内容及び均衡の状態を明らかにしたもので

す。基本金の組入を除けば、企業会計の損益計算書と変わりがないものです。これにより学校

法人の財務の状況を把握することができます。

「貸借対照表」

貸借対照表は、決算時（年度末）における資産、負債、純資産を対照表示するもので、学校法

人の財政状態を明らかにするものです。

□ 計算書の項目について

・資金収支及び事業活動収支計算書に共通して表れる主な科目

「学生生徒納付金」

授業料、入学金など学生生徒等が納入したもので、収入の大きな割合を占めます。

「手数料」

入学検定料や証明書発行手数料などです。

「補助金」

国や地方公共団体からの助成金です。

「付随事業・収益事業」

課外講座の開講に伴う受講料収入や外部機関からの依頼に基づく受託研究収入などです。

・資金収支計算書のみに表れる主な科目

「資金調整勘定」

資金収支計算において当該年度の支払資金の動きを明らかにするため設けられた資金の調整

勘定です。収入の部「資金収入調整勘定」においては期末未収入金（翌年度以降に入金される

収入）と前期末前受金（前年度の入学金や授業料など前年度までにすでに受入れている収入）

です。また、支出の部「資金支出調整勘定」では、期末未払金（翌年度以降に支払う支出）と前

期末前払金（前年度までに支払った支出）です。

「施設関係支出」

土地、建物、構築物などの取得費用です。

「設備関係支出」

教育研究用機器備品支出、管理用機器備品支出などです。
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・事業活動収支計算書のみに表れる主な科目

「基本金組入額」

学校法人が諸活動を行っていくために必要な資産を継続的に維持するための金額であり、事

業活動収入から組入れられます。学校法人会計基準では以下の４つの基本金が定められてい

ます。

第１号基本金：設立や規模拡大のために取得した固定資産の価額

第２号基本金：将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

第３合金本金：基金として継続的に保持し、運用する金銭その他の資産の額

第４号基本金：恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣が定める額

□ 学校法人会計の特徴と企業会計との比較

企業の代表的組織形態である株式会社は、株主の会社への出資によりされています。この出

資は、会社の細分化された持分を表すことになります。これに対して学校法人には出資という概

念はありません。設立は寄付によって行われ、学校法人に対する持分が外部に生じることはあり

ません。これは、教育の独立性を担保するものであり、所有者の意向を受けて、教育が偏ることを

防止していると言えます。このような違いから、企業における根本原則は定款と呼ばれています

が、学校法人では寄付行為と呼ばれています。

学校法人は、4 つの原則（真実性の原則・複式簿記の原則・明瞭性の原則・継続性の原則）に

より会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないとされていますが、企業会計の原則に

も同様の一般原則があり、基本的には同じです。

ただし、私立学校法に定められた収益事業を行う学校法人においては、それに係る会計処理

および計算書類の作成は、一般的に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行われな

ければならないとされています。


